
２０２３年４月２７日 

 

 

お客さま各位 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて 
 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  

 さて、新型コロナウイルス感染症につきまして、２０２３年５月８日から、「感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（以下、「感染症法」）」上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないも

のとし、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する等の特段の事情が生じない限り、

「五類感染症」に位置づける方針を政府が公表しています。 

このような状況を踏まえ、医師の指示に基づく宿泊施設・自宅等での療養について、「入院」とみなし

て保険金をお支払いする取扱い（以下、「みなし入院」）と傷害を補償する保険の特定感染症特約等の取

扱いを下記のとおりといたしますので、ご確認ください。 

ご不明な点等ございましたら、お問い合わせ先までご相談ください。 

 

末筆ではございますが、お客さまの今後益々のご繁栄を心から祈念申し上げます。 

 

敬具 

 

記 

 

１．みなし入院の取扱いについて 

（１）取扱内容 

政府方針のとおり「五類感染症」に変更された場合、２０２３年５月８日に「みなし入院」の取扱

いを終了します。 

  

＜みなし入院の適用範囲＞ 

治療・療養の場所 病院・診療所 宿泊施設・自宅 

対象の方 全ての方 
重症化リスクの高い方 

（※２） 
左記以外の方 

医師に新型コロナウイルス 

感染症と診断された日 

2022年 9 月 25 日以前 

○ 

(約款上の入院に

該当) 

（※１） 

○ ○ 

2022年 9 月 26 日 

～2023年 5月 7 日 
○ × 

2023年 5 月 8日以降 × × 

（※１）約款上の入院とは以下のとおりです。 

    「自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念 

    すること」等をいいます。 

 （※２）重症化リスクの高い方とは以下の方をいいます。 

   ・６５歳以上の方 

   ・入院を要する方 

   ・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方 

   ・妊婦 

  



（２）理由・背景 

損保ジャパンでは、２０２０年４月以降、新型コロナウイルス感染症による入院を補償する商品にお

いて「みなし入院」を実施しており、２０２２年９月２６日以降は「重症化リスクの高い方」に補償対

象を限定しておりました。 

「五類感染症」への変更に伴い、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザ等と同様の位置

づけとなり、また、現行の「感染症法」の規定を根拠に講じている「入院措置・勧告」等も適用されな

くなります。こうした状況を踏まえ、２０２３年５月８日に「みなし入院」の取扱いを終了します。 

なお、２０２３年５月７日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象とな

る方につきましては、２０２３年５月８日以降も保険金をご請求いただけますのでご安心ください。 

また、疾病を補償する商品において、新型コロナウイルス感染症と診断され、約款上の入院に該当す

る場合は、２０２３年５月８日以降も変わらず入院保険金等のお支払い対象となります。 

 

２．傷害保険等の特定感染症特約等の取扱いについて 

 特定感染症特約等は「感染症法上の一類から三類感染症に該当する感染症」を補償する特約であるため、

従来、新型コロナウイルス感染症は保険金のお支払いの対象外となっていました。 

新型コロナウイルス感染症の拡大をうけ、２０２０年２月１日以降、特定感染症特約等がセットされてい

る契約に「指定感染症追加補償特約（特定感染症用）」を自動セットすることで、「感染症法（平成１０年

法律第１１４号）第６条第７項第３号に規定する新型コロナウイルス感染症」を保険金のお支払いの対象と

していました。今般の「感染症法」上の位置づけ変更により、上記に規定する感染症に該当しなくなるた

め、２０２３年５月８日以降に発病（※）した場合、以下の特約をセットしている場合でも保険金支払いの

対象外となります。 

 （注）２０２３年５月７日以前に発病（※）し、入院等が２０２３年５月８日以降となった場合は保険金

のお支払いの対象となります。 

（※）発病の時期、発病の認定は医師の診断によります。 
 

 

３．対象のご契約 

保険種目：団体傷害総合補償プラン（傷害総合保険） 

証券番号：９１２２１０Ｌ５７０ 

保険始期：２０２２年１０月１日 

（注）現在のご契約内容は、保険証券・加入者証等でご確認ください。 

以上 
 

 

■お問い合わせ先 

山梨県市町村職員共済組合 

新福祉事業担当：橘田 

〒４００－８５８７ 

甲府市蓬沢１－１５－３５ 山梨県自治会館内 

ＴＥＬ：０５５－２３２－７３１１ 

■引受保険会社 

損害保険ジャパン株式会社 山梨支店法人支社 
〒４００－０８５８ 

甲府市相生１－４－２３ 

TEL：０５５－２３３－７８３７ 

＜受付時間＞ 
平日：午前９時から午後５時まで 
（土･日･祝日･年末年始は､お休みとしております｡） 


